
湯梨浜町 町指定ごみ袋の臨時措置について

令和８年

６月１５日（月）から１０月３１日（土）
までの期間

町指定ごみ袋が入手困難な場合
可燃ごみの「指定ごみ袋」以外でも、ごみが出せます

※この対応期間を変更する場合は、改めてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・防災無線等でお知らせします。

昨今の中東情勢の影響により、指定ごみ袋の原材料の調達が不安定な状況にあり、
品薄の状況が続いています。このため、町指定ごみ袋が入手できない場合、一時的に
指定ごみ袋以外の袋を利用したごみも収集します。
ご理解・ご協力をお願いします。

可燃ごみ

・透明、半透明のプラスチック製の袋
（中身が見える袋）

・町指定ごみ袋（引き続き使用可）
・サイズは
概ね20リットル～45リットルまで

【参考】町指定ごみ袋大サイズ 45リットル
小サイズ 30リットル

・黒色などの中身が見えない袋
・紙袋、段ボール
・他自治体の袋 

〇 分別方法、収集日に変更はありません。これまでどおりの分別方法でのごみ出しに
ご協力ください。

〇 袋に名前を書くかどうかは、これまでどおり各ごみステーションのルールに従ってください。
○ 使用できるごみ袋について、変更する可能性がありますので、最新情報は町ホームページ・

防災無線等でお知らせします。

お問合せ先 町民生活課 環境住宅係 電話 35-5318

使用できるごみ袋 使用できないごみ袋
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